
ｌｊ Ｆ目 に関する 変更点について

◆ｌｊＪｉｌ 手１１１ きの更新につ いて

令和 ３年度か ら、 条例改ｉＥ等によ り一部操作等の変更が生じています。

操作方法等が掲載 された手 ５１ きを ご確認く ださ い。

■最新の 手５ １き を南 あわ じ市ホームページ に掲載し ます。

◆メールアド レス登録について

予約 シス テムでメ ールアド レス を登録し ていただ くと 、予 約・ 予約変更等の通タｉＤ が届き

ます。また、 まれに都合で予約串請をキャンセルさせていただく場合等の連絡もメールを

活Ｊｉｌ して連絡させていただ くこ とがあり ます。

なお 、イ弋表者に 変更があ った場合 、メ ールアド レス の確認一 変更 も必ず行 って くだ さい。

メールア ドレスの登録方法 は、 「シ ステム操作マ ニュ アル」１ １ページ をご参照 くだ さい。

◆情報発信について

学校施設予約システムのト ップにある「おタミ［］らせ」 の欄にて学校施設のｌＪＦ目に関する情

報を発信 します。 随時ご確認く ださ い。

◆減免串請について（減免回体）

令和 ３年度か ら、 当該年度中の学校施設使Ｊｉｌ 料の減免 を受 けた い団体は、年度始めに

「学校施設使ｍ料減免申請書」 を体育青少年課まで提ｉく ださ い。 （毎年提ｉ）

審をのう え、 「学校施設使ＪＩ料減免決定・タミロ書」をイｔ表者あてに送イ才 します。

◆納Ｍ・書・ ｌｌ細●について （一般回体）

・４ ＪＩ 手Ｉ照分から 納イ才書 を封入し た封筒を 変■ しま す。 （青きの窓あ き封筒）

ぺ回ｌｌ履ｔにつ いて 、確認がｉヽＸな方は、体育青少年課（０７ ９９－４３－５２３４）ま でお問い合わ

せく ださ い。


